
                                      

令和７年度福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業（高齢者施設等） 

支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、原油価格や物価の高騰による高齢者施設等への影響を緩和し、安定したサ

ービスの提供を支援するため、次条に定める交付対象施設等の運営法人等に対し、この

要綱の定めるところにより、予算の範囲内で支援金を給付する。 

 

（交付対象施設等） 

第２条 この支援金の交付対象となる施設等は、介護保険法（平成９年法律第 123号）、老

人福祉法（昭和 38年法律第 133号）及び高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13

年法律第 26号）に基づく介護サービス等を提供する施設・事業所のうち、別表第１に定

める高齢者施設等とする。 

 

（支援金の算定方法等） 

第３条 支援金は、令和７年度における光熱費、車両燃料費及び食材料費に対して交付す

るものとし、その金額は、別表第２の交付対象施設等の区分ごとに定める支援金額の合

計額とする。 

  

（支援金の交付申請等） 

第４条 この要綱による支援金を受けようとする施設等の運営法人等（以下「申請者」とい

う。）は、令和７年度福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業（高齢者施設等）支援金交

付申請書兼実績報告書（様式第１号）を別に定める日までに知事に提出するものとする。

ただし、必要に応じ、参考となるべき資料の追加提出を求める場合がある。なお、支援金

の実績報告書は、交付申請書と兼用するものとする。 

 

（支援金の交付の決定等） 

第５条 知事は、前条の規定による交付申請があったときは、その申請内容を審査し、支援

金を交付すべきものと認めた場合には、速やかに支援金の交付の決定をするとともに、

支援金の額を確定し、当該申請者に令和７年度福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業

（高齢者施設等）支援金交付決定及び額の確定通知書（様式第２号）により通知するもの

とする。 

２ 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、支援金の交付

の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の交付の決定をするものとする。 

 

（支援金の交付の条件） 

第６条 知事は、支援金の交付の決定をする場合において、支援金の交付の目的を達成す

 



                                      

るために、次の各号に掲げる事項につき条件を付すものとする。 

一 支援金に関する書類を整理し、支援金を交付した年度終了後５年間保管しなければ

ならないこと。 

二 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けてはならないこと。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 支援金の交付の申請者は、第５条第１項の規定による通知を受領した場合におい

て、当該通知に係る支援金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があると

きは、交付の決定の通知を受けた日から起算して１０日を経過した日までに、申請の取

下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る支援金の交付の決定

は、なかったものとみなす。 

 

（交付決定の取消し及び支援金の返還） 

第８条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付

の決定の取消し、又は変更をすることができる。この場合において、既に支援金が交付さ

れているときには、知事はその全部又は一部の返還を求めることができる。申請者は知

事からの請求に応じ、支援金を返還しなければならない。 

一 第６条の条件に違反したとき。 

二 支援金の交付を受けた後に交付対象施設等の要件に該当しないことが明らかとなっ

たとき。 

三 支援金の交付を受けるに当たり、知事に提出した書類に虚偽の記載があったとき。 

四 その他不正な手段により支援金の交付を受けたことが明らかとなったとき。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和８年１月１５日から施行する。 

 

 


